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第2表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別新受さ既済表

注 旧法事件は, .該当がない。
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【機密性2】

第2表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表

注上段は，受理決定のあったもので内数である。
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第3表 民事上告事件の原審別新受・既済表
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【機密性2】

第3表Ⅱ 民事上告受理事件の原審別新受:．既済表
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第4表民事上告事件の事件種類別既済表
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【機密性2】

第5表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表

！

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
旧法事件は，該当がない。
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【機密性2】

第5表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
上段は，受理決定のあったもので内数である。
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【機密性2】

第6表 民事上告事件の事件種類別既済審理期間表
一

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
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【機密性2】

第6表Ⅱ 民事上告受理事件の事件種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
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【機密性2】

第8表 民事上告事件の新受事件種類別内訳表
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17 6 6 5



【機密性2】
）

第8表Ⅱ 民事上告受理事件の新受事件種類別内訳表
グ

１

令和6年

4月分

通常・行政受理

総数

● ◆

第一小第二小第三小

法廷法廷，法廷

民

総 数

事訴 訟

人 事

離 婚

離 縁

認 知

親子関係

その他

金 銭

売買代金

貸 金

立替金

交通事故による損害賠償

その他の損害賠償

手形・小切手金

手形・小切手異議

金銭債権債務存否砿認

その他

建 物

245 90 82 ,73

206 76 69 61

23 7 9
e

19 7

7

7 5
●

1 1

一一守 谷

3 _2 1
b 一一 －

1191 53 36 30
= b．－－信一

1 1
吟

3 2 1
凸

1 1
ロ ﾛ

161 12 2 2
－－一 一 一子 司命

651
』

25 20 20

ｬ 一 一一

331 13 13 7
｡

9． 4 3 2

令和6年

4月分

通常・行政受理

総数

第一小第二小第三小

法廷法廷法廷

土 地

請求異議

第三者異議

､その

－テーニ

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担
↑

公務員

その他

13 4 9

3 1 1 1

39 11 16 ' 12

39 14 13 12

3 2 1
巳 や － 一一

3 1 2
今 → 0

2 1 1
心 令

4 1 2 1
--愚

争 ÷ 一一 ●

今座－ マ r -甲 一勺

2 2
p

T－ ？

25 9 81 8



【機密性2】

第9表 民事上告・上告受理新受事件の訴訟の目的の価額表

●

ー

、

令和6年

4月分

特別上告

総数
第一第二第三

小法廷けl､法廷小法廷

通常訴訟

第
総数

一

●

一 叩 一．

第二第三

小法廷'小法廷小法廷

行政訴訟

総数
第
毎
一

第二第三
ノ

小法廷小法廷|小法廷

通常受理

総数
第一第二第三

小法廷小法廷小法廷

行政受理

総数
第一第二第三

小法廷小法廷小法廷

総 数

30万円まで

90万円まで

150万円まで

200万円まで

300万円まで

500万円まで

1000万円まで
ﾕ ．

5000万円まで

1億円まで

5億円まで

10億円まで．

10億円を超える

算定不能

不 明

4 1 2 1

１
１

１

２

２
乙 1 G

1

○ G 一

①

← 一 ● =

e ●

← ÷ L 今

９
，

－ 寺 一一一

色 一

今 －．ヤ ー

155 58｛ 52 45
● ●

16 3 8 5

10 5 3 ・ 2
一 一一 ④ 二 － 一

7 5 2

６

－

２

７

７

７

３
－
５
－
５
．
５
↓
４１

↑
｜
今
↑

２
３
・
８
７
６１

今
の
今
や
１
０
０
９
７

１

１

２

１

３
申 寺 毛q

､5 2 3
－

4 1

1

壱一■

一 ■ ●■ － ↑

１

ｌ

●

↑

3

16 6 7 3
｡

↑

32 11 11 10
一 ダニ 一 一 今

4 1 2 1

◆ 『 守

●

1 1
●

l 1

i ． ．

1 1
一 一 ●－－

●1

◆ 一 今

2 1 1
マ →

1 1
◆

2 1 1
● *P

一 争 ● －

◆ ◆ →

20 6 8 6
◆

206 76 69 61
や

19 5 7 7

16 7 4 5
心 ●

11 5 6
一●－ 4

16 4 4 8
●

15 4 41 7

１

３

１
可
一
Ｄ
ｌ

５

９

２
６

１８
８
２
１

b

49 22 18 9

6 2 1 3

6 2 ． 4
● － ◆

ママ一 ◆

凸 ●

22 7 11 4
Q 一

39 14 13 12

3 2 1

1 1

1 1

4 2 2

3 2 1
① 一 一

1： 1

2， 1 1
一 G 一 I

一 言 ｡ 一 ｬ

24 7 10 7



【機密性2】

第9表Ⅱ 民事上告｡f上告受理新受事件の貼用印紙額表

単位： 10円

、一

令和6年

4月分

特別上告

1

件数貼用印紙額

通常訴訟

件数↓貼用印紙額

行政訴訟
F

件数貼用印紙額

通常受理

件数｜貼用印紙額

行政受理

件数貼・用印紙額

総 数

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

4 3400

1 600

2申 2000

1 800

155 1776780

－ ウ －

58 623740

一 ● 圭

52 425260

一 一 =

45 727780

､32 408300

一 ー 一哩 ｡ ｡

11 272000

11 29100

r

10 107200

206 635740

76 237160

今 一 T 一空一

69 186640

0 一一→

61. 211940

39 42737

14 24137

13 7800

心

12 10800



【機密性2】

第10表 民事上告既済事件の上告理由及び破棄理由表

注和解・移送・取下げ･決定その他dその他事件は含まない。
旧法事件は, ､該当がない｡

令和6年

4月分

主 た る 上 告 理 由
憲法違旧法395条|旧法395条

憲法違反に名. l項,新法1項,新法法令違事実誤認

総数 をかり312条2項312条2項 ・証拠のその他不詳
反 るもの11号j､合5号6号の事由反 取捨

Iの事由

併存す. る 上
憲法違|旧法395条旧法395条

・ 告理・ 由

反に名'1項,-新法1項.新法|法令違事実誤認

総数をかり312条2項312条2項 ．“のその他
るもの1号~5号6号の事由'反 取捨

の事由

破 棄 理 由
旧法395条旧法395条

憲法違1項｡新法'項,新法法令達
総数 312条2項312条2項 その他
反 1号~5号. 6号の事由反

の事由

総 数

特別上告

うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

大 法 廷

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

第一小法廷

特別上告

うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

第 二 小法廷

特別上告
うち少額異議
通常訴訟

行政訴訟

第三小法廷

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

一 ≠

行政訴訟

’

隼

伊

●

今

－
１
馴
一
副
一
Ⅳ
一
・
５
－
２
９
蟇
７
－
貝

‐

今

。

一

・

一

・

一

‐

叩

一

一

ｌ

‐

寺

令

中

↑

↑

幻

》

・

虹

６

｜
｜
｜
命
乙
一
包
且

．

‘

・

・

↑

一

一

一

一

嵯
一
◇
一
卜
０
’
一
『
Ｐ
一
一
一
・
●

ゆ
早
寺
一
｜

‐
，
．
．
・
一
・
↓
｜
↓
一
：
．
’
↑
’
二
‐
・
↑
一
・
．

５

９

６

６

５

’

１

６

↓

理

－

２

羽

５

４

｜

｜

，

１

１

’

１

釦

３

■
↑
一
一
↓
寺
△
■
・
一
一
心
曇
で
ひ
で
↓
一

令

０

一

。

－

』

一

一

ｄ

ｐ

◆

４

０

■

口

↑

華

▲

：
”
的
－
９
．
．
，
｜
・
↓
↓
↓
↑
９
４
記
千
２
一
・
型
－
２

２
４

９

６

３

５

２

８

２

§

２

２

●

？

◆

・
４
４
９

８

５

１

１

字

21

。

令

。
６
０

６
．
、
６

ｂ

Ｆ

』

０

◆

寺

６

８

２
５

48．

8

60

2

51

7

461 44 2
● 旬 ● ﾏ ◆

、 。 ｡

41 39 2
一 一

5 5
や 寺

ウ 寺

■ a
= 一 一 ● 一

→

一一一一●I 一■一一一 一｡

21 20 1
申 ● 一 ｮ △ ● －－一

◆ P 一

.19 18 1
・ ・ ． 1 ． －一

2 2

11
坐 且→ 一今

７ －－ 6

11 一旦

旬 一

9 9

2 2

：

◆ ● － ①一－ －

14 13 1
ひ

一 ◆

13 12 1
令 今

1 1

◆

■ 一

凸

9ﾄ ｰ ÷

も

← ○

一 4 一→一一

4

一 ●

● ｡

－ 寺 や 一



【機密性2】

第10表Ⅱ 民事上告受理既済事件の上告理由及び破棄理由表

注上段は,受理決定のあったもので内数である。
和解q移送･取下げ・判決その他・決定その他・その他事件は含まない。

令和6年

4月分

王 た る 上告理． 由

憲法達旧法395条旧法395条

憲法違|反に名1項,新法|'項‘新法法令違.事実誤認
総数 をかり 312条2項312条2項 ・証拠のその他不詳
反 るものl号~5号6号の事由|反柳 取捨

の事由

{〃 仔 ：する上告理由

憲法違旧法395条旧法395条

反に名＃1項,新法1項,新法法令違事実誤認
総数をかり '312条2項312条2項 悸証拠のその他
るもの1号~5号6号の事由反 ｜取捨

事由

雛 棄 理 由
旧法395条旧法395条

憲法違’項,新法'項,新法法令違
総数 312条2項312条2項
反 1号－5畳6号の事由反

の事由

総 数

通常受理

行政受理

大 法廷

通常受理

行政受理

第一小法廷

通常受理

行政受理

第二小.法廷

通常受理

行政受理

第三小法廷

通常受理

行政受理

3 3

3 3

． 3 3

3 3

守戸 －＝ →－－ 色

J

。 ・ ･ ， －』 ←_ ． ． 一・

｡ ● ●

一 q －守

e

◇ わ

弓■→

ム 己 凸 q

〃

－＝－－ 一－

2 2

2 2

2 2

2 2
｡ ー -▽画①－ －一 一厘＝ 1 r ● 一 一 ＝ 一一

1 1

1 1
1

1

｡ ◆ － －や F ←

１
１

一 凸 一

● 申

｡

定■ q キ ▲ p 一

◆一 ◆

－■
－ ﾔ

中 － ■ ■ , 一

● 一 ●

．↑ ~-…

◆ 1 句

← ①

ｇ

一 王一＝一 一 ●

〆
○ 口 つ

丁一 ｡ .

4

３
３
３
３

３
↑
３
３
３

■ j

c

■ ■

b＋ －－

２
２
２
２

◆
２
．
２
２
．
２

q 粂 ﾔ

11 1

1
一△一一 → 一

1
◆ ｳ

1

l

1 l



【機密性2】

第11表民事上告事件につき憲法に反するかどうかを
判断した法廷別件数表

第11表Ⅱ 民事上告受理事件につき憲法に反するかどうかを

判断した法廷別件数表

注『少数意見の数」には「補足意見」 「意見」 「反対意見」の数を含む。 注 「少数意見の数」には「補足意見」 「意見』 『反対意見」の数を含む。

06.4月分 判決総数

憲法判断を違憲と判断合憲と判断

した判決 をした判決をした判決

少数意見の

数
‐亀

総数

大法廷

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

ｬ 与

｡

? L 一

一 一 ﾏ郵

、

06.4月分 判決総数

憲法判断を違憲と判断合憲と判断

した判決 をした判決をした判決

少数意見の

数

総．、数

大法廷

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

3

2

1

，ぐ

心

●

一 U 圭

1

1



【機密性2】

-第12表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表（並行）

令和6年

4月分

新 受
第一審控訴審
判決に‘判決に

総数対する|対するその他
もの もの

既 済

判 決 判 決 以 外 の 事 由
棄 却 破 棄 定決 取下げ

総数総数口頭弁鈴口頭弁論差戻し その他総数 和解上告 その他
を経ない|を経たも ． ． 自判 不受理移送却下棄却その他
,もの ｜の 移送 。 訴申立て 、

＝

え

総 数

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

大 法 廷

特別上告
うち少額異議
通常訴訟

行政訴訟

第一小法廷

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

第二小法廷

特別上告
うち少額異礒

通常訴訟．

行政訴訟

第三小法廷

特別上告一一
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

170 7 ． 163

142 142

28 7 21．

4 4

一 ① 一 － －

ﾄ ､ ●

一÷ 一 0 一 マ ー

63 1 62

● 守 一 申

54 54

一 － ｳｧ

9 11 －一一8

ト ◆ 一

58 31 55

合 －

８
７
６

４
４

３
３

８
０
９

４
１
４

40 40

9 3 6

162 162 162

◆ の－ 一◆ ● ｡ 一 申

１
１
凸

4

143 143 、 143

19
〃

■ ■一 ｰ ｡ ◆ －一一 今

19 ・19

一 色 ● △ P

↓ c
◆ ■

空

ｰ

L 一 一 ｡ ◆ *

． ． ↑ ：

一 －一 ・一一 ・一 一 聖 ---- .- - ゥ ↓

61 61 61

③ 一二 － 一一 ● ‐ －－弓二 一 ● ◆ →一一

→ ● ｡ q ■中

55 55 55

句 今

6

一 ◆ 句 一

今

●一 ー 句 ●

61 ・ 6

テ

幸 ゆ一■

46 46 46

← ◆ 心 ● ひ

ー一一ﾏJ－‐ 一 一 →－ p L 一一 ◆ 寺

38 38 38

8．
F

6 4

ｌ

Ｇ

？

ー－ ■ 一
中 中 ●

8 8

一 ● ◆ ? 4

55 55 55

● 一 － - 4

● 弓 ~ ● 一一F■

. 50 50 50

､ ● L● 一 争 卓 ▲ ｡

5 5 5



【樋密性2】

第12表Ⅱ民事上告受理事件の法廷別，訴訟種類別新受・既済表（並行）

注上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

4月分

新 受

・ 第一審控訴審
判決に判決に

総数対する対するその他
もの もの

． 、既 済‘
判． 決 判 決 以 外 の 事 由
鬼棄 却 破 棄 決 定 取下げ

総数総数|口頭弄雷口頭弄雷~差戻し‐ その他総数 和解上告 その他
を経ないを経たも 。 自判 不受理移送却下棄却その他 ． 訴え
もの の 移送 申立て

総 数

通常受理

行政受理．

大 法 廷

通常受理

行政受理

第一小法廷

通常受理

行政受理

第
一

一 小法廷

通常受理

､行政受理

第三小法､廷

通常受理

行政受理 了

170 7 ,163

142 142
■ ◆ 一 ユ ー

28 7 21
● ●

●‘

63‐ －1｣ 62

54 54
｡ ､

9 1

58 3

ﾄ
ﾔ

8

55

48 48

10 3 7
寺 守 壜－－

６
－
０
－
６

４
４

寺
６

３

３

９

－

０

９

４

４

．

2 2 2

163 2 ､ 2 161 159 2
－ ■ ◆ b ● 争 守

2 2 2

144 2 2 142 140
‘ ■一一 一 ,･ 一 一 ① ひ

19 19 19
* 首 合 や 一－ 一三

Ｉ
●

◆

●

申 一 ｡雫 ゥ 4 ｡

寺 手 ÷● ｳ

◆- → 4

2

611 61 60 . 1
－ ム ゥ ・ 一 一 ..

551 55 54 - 1
4 － 凸 →一 一 一申一 ■= 』一 ← 勺

6‘ 6 6

1 1 1
心 争

↑
早

鐘
”
８

◆

や

ｈ

ｒ

妬
一
”
８

１
１
１

◆

，

１

１

１

６
１
８
８

４

３

号 ● 一 ▲● ◆

1 1l 1

56 ・1 1 ？ 55 54 1
一一 一 L－ 今 幸 ←

1 l 1'

51 1 1 50
－ 一 ヤ叩一一 一一

一

４

49

中 →ア ． ｡

旬 一 一

5 5 5

1



【機密性2】

一

第13表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表（並行）

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受等事件は含まない。

令和6年

4月分

既

当審に係属 し た 時か
済

ら 訴え の提起又は 申 立て の時か ら
2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 10年 10年

総数 超える総数 を超え
以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 ＊､の 以内 以内 以内 以内 以内 p1内 以内 馬#､の

総 数

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

天 法房

特別上告

廷

うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

第一小法廷

特別上告
うち少額異議

通常訴訟
今 夕 ｡

行政訴訟．

第二小法廷

特別上告
、 うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

第三小法廷

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟
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【機密性2】

､

第13表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別．､訴訟種類別既済審理期間表(並行）

注訴えの提起又は申.立ての時から欄には,直受等事件は含まない。
上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

4月分 総数

跳 渋

当審に係属 し た時、か ら 訴え の提・起又は申 立ての時か ら
2月 3月 6月 1年． 2年！ 3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 10年 10年

超える総数 を超え
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総 数
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